
・
障
害
児
福
祉
手
当

・
経
過
的
福
祉
手
当

11
月
11
日

（金）

・
特
別
児
童
扶
養
手
当

問
合
先　
社
会
福
祉
課

☎
4
4
4・3
1
3
5

FAX
4
4
3・3
5
5
5

令
和
4
年
度
シ
ニ
ア
い
き
い
き
ア
ン

ケ
ー
ト
集
計
結
果（
7
月
28
日
時
点
）

70
歳
以
上
の
方（
要
介
護・要
支
援
認
定

者
を
除
く
）を
対
象
に
、心
身
の
機
能
低
下

を
早
期
に
発
見
す
る
た
め
に「
シ
ニ
ア
い

き
い
き
ア
ン
ケ
ー
ト
」を
送
付
し
、皆
様
に

返
信
の
ご
協
力
を
い
た
だ
い
て
い
ま
す
。

1
4
，9
4
7
人
に
通
知
し
た
結
果
、

82・4
％
の
ご
回
答
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

そ
の
う
ち
3
，8
2
9
人
が
要
支
援・要
介

護
状
態
と
な
る
お
そ
れ
の
高
い
状
態
に
あ

る
方
と
判
定
さ
れ
ま
し
た
。ア
ン
ケ
ー
ト

の
結
果
に
よ
り
、専
門
職
に
よ
る
訪
問
相

談
等
を
さ
せ
て
い
た
だ
く
場
合
が
あ
り
ま

す
。集

計
結
果
の
詳
細
に
つ
い
て
は
、市
公

式
ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト「
地
域
包
括
支
援
セ
ン

タ
ー
」を
ご
参
照
く
だ
さ
い
。

https://w
w
w
.city.

am
a.aichi.jp/kurashi/

fukushi/1002215/10
05883.htm

l

問
合
先　

地
域
包
括
支
援
セ
ン
タ
ー（
甚

目
寺
庁
舎
）

☎
4
4
4・3
1
5
9

FAX
4
4
3・3
5
5
5

年
金
相
談『
相
談
無
料・事
前
予
約
制
』

年
金
に
対
す
る
疑
問
に
お
答
え
し
ま
す

中
村
年
金
事
務
所
の
職
員
に
よ
る
年
金

相
談
を
開
催
し
ま
す
。

相
談
は
予
約
制
と
な
り
ま
す
の
で
、保

険
医
療
課
へ
事
前
に
ご
予
約
を
お
願
い
し

ま
す
。

な
お
、相
談
内
容
が
相
談
者
以
外
の
も

の
で
あ
る
場
合
は
、親
子
や
夫
婦
な
ど
親

族
に
関
す
る
相
談
で
あ
っ
て
も
、ご
本
人

の
委
任
状
が
必
要
に
な
り
ま
す
。

日
時　
11
月
22
日

（火）　
午
前
10
時
〜
正
午
、

午
後
1
時
〜
3
時　
　
　

定
員　
20
人（
事
前
予
約
制
）

相
談
時
間　
1
人
20
分
ま
で

場
所　
甚
目
寺
庁
舎　
相
談
室
A・B

予
約
受
付
期
間　
11
月
1
日

（火）
〜
11
日

（金）

（
土・日
曜・祝
日
を
除
く
）

午
前
8
時
30
分
か
ら
午
後
5
時
15
分

予
約
方
法　
保
険
医
療
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

窓
口
ま
た
は
電
話

問
合
先　
保
険
医
療
課

☎
4
4
4・3
1
6
8

FAX
4
4
3・3
5
5
5

性
暴
力
を
、な
く
そ
う
！

毎
年
11
月
12
日
か
ら
25
日
は「
女
性
に

対
す
る
暴
力
を
な
く
す
運
動
」期
間
で
す
。

市
で
も
、こ
の
運
動
の
一
環
と
し
て
、パ

ネ
ル
展
示
と
パ
ー
プ
ル
・
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ

を
実
施
し
ま
す
。「
性
暴
力
を
、な
く
そ
う
」

「
性
犯
罪
・
性
暴
力
で
悩
ん
で
い
る
方
へ
、

一
人
で
悩
ま
ず
、相
談
し
て
く
だ
さ
い
。」

と
い
う
メ
ッ
セ
ー
ジ
で
す
。ぜ
ひ
ご
覧
く

だ
さ
い
。

期
間　
11
月
11
日

（金）
〜
25
日

（金）

場
所　
①
甚
目
寺
庁
舎
1
階
玄
関
ロ
ビ
ー

（
パ
ネ
ル
展「
こ
れ
っ
て
性
暴
力
?
」）

②
リ
バ
ー
サ
イ
ド
ガ
ー
デ
ン
内
ガ
ー
デ
ン

ブ
リ
ッ
ジ（
パ
ー
プ
ル
ラ
イ
ト
ア
ッ
プ
）

問
合
先　
人
権
推
進
課

☎
4
4
4・0
3
9
8

FAX
4
4
1・8
3
3
0

全
国
一
斉「
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト
ラ
イ

ン
」強
化
週
間
の
実
施
に
つ
い
て

D
V・セ
ク
ハ
ラ・ス
ト
ー
カ
ー
行
為
と

い
っ
た
女
性
に
関
す
る
人
権
問
題
に
つ
い

て
、強
化
週
間
を
設
け
て
相
談
に
応
じ
ま

す
。相
談
内
容
の
秘
密
は
固
く
守
ら
れ
ま

す
の
で
、お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

実
施
期
間　
11
月
18
日

（金）
〜
24
日

（木）

午
前
8
時
30
分
〜
午
後
7
時　

※

11
月
19
日

（土）・
20
日

（日）・
23
日（
水・祝
）

は
午
前
10
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で
で
す
。

相
談
専
用
電
話（
女
性
の
人
権
ホ
ッ
ト

ラ
イ
ン
）

☎
0
5
7
0・0
7
0・8
1
0

問
合
先　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
9
5
2・8
1
1
1

S
N
S（
L
I
N
E
）に
よ
る
人
権
相
談

差
別・い
じ
め・D
V・ハ
ラ
ス
メ
ン
ト・

イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
上
の
誹
謗
中
傷
な
ど
人

権
に
関
す
る
困
り
ご
と
に
つ
い
て
、L
I

N
E
じ
ん
け
ん
相
談
を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

相
談
時
間　
月
〜
金
曜
日　
午
前
8
時
30

分
〜
午
後
5
時
15
分（
祝
日・年
末
年
始

を
除
く
）

相
談
方
法　

検
索
I
D
ま
た
は
二
次
元

コ
ー
ド
か
ら
公
式
ア
カ
ウ
ン
ト「
S
N

S
人
権
相
談
」を
友
達
登
録
し
て
ご
相

談
く
だ
さ
い
。

ア
カ
ウ
ン
ト
名「
S
N
S
人
権
相
談
」

検
索
I
D：@

snsjinkensoudan

実
施
機
関　

名
古
屋
法
務
局
・
愛
知
県
人

権
擁
護
委
員
連
合
会

問
合
先　
名
古
屋
法
務
局
人
権
擁
護
部

☎
9
5
2・8
1
1
1

https://w
w
w
.m

oj.go.jp/JIN
K

EN
/jinken03_00034.htm
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ま
ち
を
き
れ
い
に

市
内
各
地
域
に
設
置
の
ご
み
集
積
所
は
、

収
集
日
時
を
守
ら
ず
に
ご
み
を
出
し
た
り
、

ご
み
の
出
し
方
が
粗
雑
に
な
っ
て
い
た
り

す
る
と
、動
物（
カ
ラ
ス
等
）に
荒
ら
さ
れ
、

集
積
所
が
汚
損
す
る
原
因
と
な
っ
て
し
ま

い
、ま
ち
の
景
観
を
損
ね
る
の
み
な
ら
ず
、

交
通
の
妨
げ
に
ま
で
な
っ
て
し
ま
う
こ
と

も
あ
り
ま
す
。

市
民
の
皆
さ
ん
の
少
し
の
心
づ
か
い
で
、

自
分
た
ち
の
暮
ら
す
街
並
み
を
き
れ
い
に

保
ち
ま
せ
ん
か
？

複
数
の
ご
家
庭
が
共
同
で
ご
み
を
出
す

集
積
所
用
に
限
り
、市
か
ら
カ
ラ
ス
よ
け

ネ
ッ
ト
を
無
償
で
貸
し
出
し
て
い
ま
す
。

た
だ
し
、集
合
住
宅
用
に
は
貸
出
し
不
可

の
た
め
、管
理
会
社
等
へ
お
た
ず
ね
く
だ

さ
い
。

貸
し
出
し
を
希
望
さ
れ
る
場
合
は
、環

境
衛
生
課（
甚
目
寺
庁
舎
）、七
宝・美
和
市

民
サ
ー
ビ
ス
セ
ン
タ
ー
い
ず
れ
か
の
窓
口

ま
で
ご
来
庁
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

野
焼
き（
ご
み
の
焼
却
）は
や
め
ま
し
ょ

う家
庭
や
事
業
で
発
生
す
る
ご
み
を
正
規

の
焼
却
炉
を
使
わ
な
い
で
、ド
ラ
ム
缶
や

簡
易
な
焼
却
炉
ま
た
は
ご
み
を
そ
の
ま
ま

で
燃
や
す
い
わ
ゆ
る「
野
焼
き
」は
、一
部

の
例
外
を
除
い
て
、法
律
で
原
則
禁
止
さ

れ
て
い
ま
す
。

野
焼
き
を
し
て
い
る
方
へ
、『
自
分
一
人

ぐ
ら
い
な
ら
、ど
う
せ
大
し
た
こ
と
は
な

い
だ
ろ
う
』な
ど
と
思
わ
れ
て
は
い
ま
せ

ん
か
？

野
焼
き
は
ご
み
の
種
類
に
よ
り
、黒
煙

と
と
も
に
悪
臭
も
発
生
し
て
し
ま
う
場
合

が
あ
り
、近
隣
の
大
迷
惑
と
な
っ
て
し
ま

い
ま
す
。そ
れ
ば
か
り
で
は
な
く
、焼
却
の

方
法
に
よ
り「
ダ
イ
オ
キ
シ
ン
」な
ど
有
害

物
質
の
発
生
の
お
そ
れ
も
あ
り
ま
す
。

家
庭
や
事
業
で
発
生
す
る
ご
み
は
決
し

て
燃
や
さ
な
い
で
、家
庭
系・事
業
系
そ
れ

ぞ
れ
の
ご
み
の
分
別
と
出
し
方
の
ル
ー
ル

を
守
り
、出
し
て
く
だ
さ
い
。

市
民
一
人
ひ
と
り
の
心
配
り
で
、大
切

な
自
然
環
境
を
守
り
ま
し
ょ
う
。

問
合
先　
環
境
衛
生
課

☎
4
4
4・3
1
3
2

FAX
4
4
3・3
5
5
5

海
部
地
方
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー

デ
ィ
ネ
ー
タ
ー
養
成
講
座

大
規
模
な
災
害
が
発
生
し
た
場
合
に
全

国
か
ら
集
ま
る
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
の
受
付･

整
理
を
行
い
、被
災
者
の
ニ
ー
ズ
を
把
握

し
て
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
と
結
び
つ
け
る
役
割

を
担
う「
防
災
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ

ネ
ー
タ
ー
」の
養
成
講
座
を
開
催
し
ま
す
。

日
時令

和
5
年
1
月
29
日

（日）

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
3
時
50
分

令
和
5
年
2
月
5
日

（日）

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
3
時
40
分

場
所津

島
市
生
涯
学
習
セ
ン
タ
ー　
小
ホ
ー
ル

（
☎
0
5
6
7・2
4・1
1
8
7
）

対
象（
次
の
全
て
に
該
当
す
る
方
）

①
満
15
歳
以
上
の
方（
18
歳
未
満
の
方
は
、

保
護
者
の
同
意
が
必
要
で
す
）

②
津
島
市
、愛
西
市
、弥
富
市
、あ
ま
市
、海

部
郡
に
在
住
、ま
た
は
在
勤
も
し
く
は

在
学
の
方

③
講
座
終
了
後
も
防
災
活
動
に
意
欲
的
に

取
り
組
ん
で
い
た
だ
け
る
方

定
員40

人
程
度（
応
募
者
多
数
の
場
合
は
抽

選
）

内
容（
予
定
）

災
害
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン
タ
ー
設
置
・

運
営
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
コ
ー
デ
ィ
ネ
ー

タ
ー
の
役
割
、被
災
者
へ
の
対
応
、ボ
ラ
ン

テ
ィ
ア
へ
の
対
応
、ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア
セ
ン

タ
ー
運
用
体
験
な
ど

受
講
料

無
料（
交
通
費
及
び
昼
食
等
は
自
己
負

担
）

申
込
期
限　
12
月
2
日

（金）

申
込
先　

安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

あ
ま
市
社
会
福
祉
協
議
会

☎
4
4
3・4
2
9
1

窓
口
ま
た
は
電
話
で
お
申
し
込
み
く
だ

さ
い
。

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

令
和
4
年
秋
季
全
国
火
災
予
防
運
動

11
月
9
日

（水）
〜
15
日

（火）

全
国
統
一
防
火
標
語

「
お
出
か
け
は　

マ
ス
ク
戸
締
り　

火
の

用
心
」

火
災
が
発
生
し
や
す
い
気
候
と
な
る
時

期
を
迎
え
る
に
当
た
り
、火
災
に
よ
る
死

傷
者
及
び
財
産
の
損
失
を
防
ぐ
こ
と
を
目

的
と
し
て
、毎
年「
1
1
9
番
の
日
」で
あ

る
11
月
9
日
か
ら
1
週
間
の
日
程
で
秋
季

全
国
火
災
予
防
運
動
が
実
施
さ
れ
ま
す
。

火
災
を
未
然
に
防
止
す
る
た
め
、家
庭

で
も
防
火
の
重
要
性
を
認
識
し
、日
常
生

活
に
お
け
る
防
火
対
策
を
実
践
し
ま
し
ょ

う
。

【
住
宅
防
火
い
の
ち
を
守
る
7
つ
の
ポ
イ

ン
ト
】

3
つ
の
習
慣

・
寝
た
ば
こ
は
、絶
対
や
め
る
。

・
ス
ト
ー
ブ
は
、燃
え
や
す
い
も
の
か
ら

離
れ
た
位
置
で
使
用
す
る
。

・
ガ
ス
こ
ん
ろ
な
ど
の
そ
ば
を
離
れ
る
と

き
は
、必
ず
火
を
消
す
。

4
つ
の
対
策

・
逃
げ
遅
れ
を
防
ぐ
た
め
に
、住
宅
用
火

災
警
報
器
を
設
置
す
る
。

・
寝
具
、衣
類
及
び
カ
ー
テ
ン
か
ら
の
火

災
を
防
ぐ
た
め
に
、防
炎
品
を
使
用
す

る
。

・
火
災
を
小
さ
い
う
ち
に
消
す
た
め
に
、

住
宅
用
消
火
器
等
を
設
置
す
る
。

・
お
年
寄
り
や
身
体
の
不
自
由
な
方
を
守

る
た
め
に
、隣
近
所
の
協
力
体
制
を
つ

く
る
。

※

期
間
中
は
防
火
意
識
の
高
揚
を
図
る
た

め
、午
後
7
時
か
ら
消
防
団
分
団
車
庫

等
で
サ
イ
レ
ン
の
吹
鳴
を
行
い
ま
す
の

で
、ご
理
解
ご
協
力
を
よ
ろ
し
く
お
願

い
し
ま
す
。（
サ
イ
レ
ン
30
秒
吹
鳴
↓

6
秒
休
み
を
3
回
繰
り
返
し
ま
す
）

問
合
先　
安
全
安
心
課

☎
4
4
4・0
8
6
2

FAX
4
4
1・8
3
3
0

愛
知
県
内
一
斉
ノ
ー
残
業
デ
ー

「
あ
い
ち
ワ
ー
ク
・
ラ
イ
フ
・
バ
ラ
ン
ス

推
進
協
議
会
」（
事
務
局：県
）で
は
、
11
月

第
3
水
曜
日
を「
愛
知
県
内
一
斉
ノ
ー
残

業
デ
ー
」と
し
て
定
め
、働
き
方
を
見
直
す

契
機
と
な
る
よ
う
普
及
啓
発
に
取
り
組
ん

で
い
ま
す
。11
月
16
日

（水）
は
、効
率
的
に
仕

事
を
進
め
定
時
に
退
社
し
、趣
味
や
家
族

と
の
団
ら
ん
な
ど
の
時
間
を
お
過
ご
し
く

だ
さ
い
。

問
合
先　

愛
知
県
労
働
福
祉
課　

☎
9
5
4・6
3
6
0

商
工
観
光
課　

☎
4
4
1・7
1
1
8

FAX
4
4
1・8
3
8
7

https://fam
ifure.pref.aichi.jp/

aichi-w
lbaction/

わ
か
も
の
就
職
相
談

津
島
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ

ン（
い
ち
の
み
や
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー

シ
ョ
ン
）で
は「
働
く
こ
と
」に
悩
み
を
抱

え
る
若
者
や
そ
の
家
族
を
対
象
に
、職
業

的
自
立
に
向
け
て
の
支
援
を
行
っ
て
い
ま

す
。就
職
に
関
し
て
、不
安
な
こ
と
分
か
ら

な
い
こ
と
が
あ
っ
た
ら
気
軽
に
ご
相
談
く

だ
さ
い
。

〇
電
話
相
談　
津
島
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト

ス
テ
ー
シ
ョ
ン　

☎
0
5
6
7・6
9・4
3
0
1

日
時　
毎
週
火
曜
日
か
ら
土
曜
日
ま
で

午
前
10
時
か
ら
午
後
5
時
ま
で

〇
出
張
相
談（
要
事
前
予
約
）

日
時　
毎
月
第
3
木
曜
日

午
後
1
時
か
ら
5
時
ま
で（
1
人

50
分
以
内
）

場
所　
本
庁
舎
3
階
相
談
室

申
込・問
合
先　

津
島
地
域
若
者
サ
ポ
ー
ト
ス
テ
ー
シ
ョ
ン

☎
0
5
6
7・6
9・4
3
0
1

商
工
観
光
課

☎
4
4
1・7
1
1
8

FAX
4
4
1・8
3
8
7

https://w
w
w
.city.am

a.aichi.j
p/kurashi/1002574/1008035.h
tm

l愛
知
県
最
低
賃
金
は
、10
月
1
日
か
ら

時
間
額「
9
8
6
円
」に
改
定
さ
れ
ま
し

た（
従
来
9
5
5
円
か
ら
31
円
ア
ッ
プ
）

最
低
賃
金
は
県
内
の
事
業
所
で
働
く
す

べ
て
の
労
働
者（
常
用・臨
時・派
遣・パ
ー

ト
ア
ル
バ
イ
ト
等
）に
適
用
さ
れ
ま
す
。

使
用
者
は
、適
用
さ
れ
る
最
低
賃
金
以

上
の
賃
金
を
労
働
者
に
支
払
わ
な
け
れ
ば

な
り
ま
せ
ん
。賃
金
が
時
間
給
以
外
で
定

め
ら
れ
て
い
る
場
合（
月
給・日
給
等
）、賃

金
を
1
時
間
当
た
り
の
金
額
に
換
算
し
て

時
間
額
9
8
6
円
と
比
較
し
ま
す
。

詳
し
く
は
、津
島
労
働
基
準
監
督
署
へ

お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

問
合
先　
津
島
労
働
基
準
監
督
署

☎
0
5
6
7・2
6・4
1
5
5

https://w
w
w
.city.am

a.aichi.j
p/bussiness/sangyo/kyuuzinn/1
003892.htm

l

shogai@city.ama.lg.jp

甚目寺庁舎に
手話通訳者を配置しています
火曜日　午前 9時～正午、午後1時～4時
木曜日　午前 9時～正午
※上記以外の曜日、または甚目寺
庁舎以外でのご利用につきまし
ては、お問い合わせください。
問合先　社会福祉課
☎444・3135　FAX443・3555

間
時
庁
開

前
午

８
時

後
午

５
時

分

日
庁
閉

日
祝
・
曜
日
・
土

子
育
て
応
援
！

フ
ァ
ミ
リ
ー・サ
ポ
ー
ト・セ
ン
タ
ー

提
供
会
員
を
募
集
し
ま
す
！

提
供
会
員
に
な
っ
て
、地
域
の
子
育
て

を
支
え
合
う
お
手
伝
い（
お
子
さ
ん
の
送

迎
・
一
時
預
か
り
）を
し
て
み
ま
せ
ん
か
。

有
償
ボ
ラ
ン
テ
ィ
ア（
1
時
間
7
0
0
円

〜
）

対
象　

あ
ま
市
、ま
た
は
大
治
町
内
在
住

で
20
歳
以
上
の
育
児
経
験
者
も
し
く
は

保
育
士
資
格
等
を
有
す
る
方

※

養
成
講
座
の
受
講
が
必
要
で
す
。

養
成
講
座

日
時　

11
月
16
日

（水）・
17
日

（木）・
18
日

（金）・

21
日

（月）

午
前
9
時
30
分
〜
午
後
3
時
15
分

11
月
22
日

（火）

午
前
9
時
30
分
〜
正
午

場
所　
大
治
町
総
合
福
祉
セ
ン
タ
ー

※

11
月
21
日

（月）
の
み
大
治
町
ス
ポ
ー
ツ
セ

ン
タ
ー

定
員　
8
人

無
料
託
児
有
り
。（
生
後
4
か
月
か
ら
未

就
学
児
ま
で
。託
児
ご
希
望
の
方
は
11
月

9
日

（水）
ま
で
に
予
約
が
必
要
で
す
。定
員

有
り
）

申
込　

11
月
9
日

（水）
ま
で
に
電
話
、ま
た

は
メ
ー
ル

メ
ー
ル
申
込　

件
名「
養
成
講
座
申
し
込

み
」、本
文
に「
氏
名
、電
話
番
号
、受
講

日
、託
児
の
有
無（
有
は
名
前
、月
齢・年

齢
）」を
記
入
し
て
送
信
し
て
く
だ
さ
い
。

問
合
先　

あ
ま
市
・
大
治
町
広
域
フ
ァ
ミ

リ
ー
・
サ
ポ
ー
ト
・
セ
ン
タ
ー
事
務
局

（
七
宝
公
民
館
1
階
）

☎
4
6
2・0
1
5
0

FAX
4
6
2・0
1
6
0

am
a-harufam

isapo@
clovernet

.ne.jp

令
和
4
年
度　

冬
休
み
の
児
童
ク
ラ
ブ

利
用
申
込
を
受
け
付
け
ま
す

対
象
児
童　
保
護
者
が
労
働
等
に
よ
り
昼

間
家
庭
に
い
な
い
市
内
の
小
学
校
に
就

学
し
て
い
る
児
童

※

利
用
児
童
が
定
員
を
超
え
た
児
童
ク
ラ

ブ
は
利
用
を
お
断
り
す
る
こ
と
も
あ
り

ま
す
の
で
ご
了
承
く
だ
さ
い
。

ま
た
、学
校
区
外
の
ク
ラ
ブ
も
利
用
す

る
こ
と
が
で
き
ま
す
の
で
、詳
し
く
は
お

問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

受
付
に
つ
い
て

期
間　
11
月
5
日
㈯
〜
19
日
㈯

午
前
9
時
〜
午
後
5
時

場
所　
各
児
童
館（
日
曜・祝
日
は
閉
館
）

※

利
用
申
込
に
関
す
る
書
類
は
、各
児
童

館
・
子
育
て
支
援
課（
本
庁
舎
）で
配
布

し
て
い
ま
す
。

利
用
に
つ
い
て

期
間　
12
月
24
日
㈯
〜
令
和
5
年
1
月
6

日
㈮（
利
用
時
間
は
午
前
8
時
〜
午
後

6
時
30
分
）

※

日
曜
日
、祝
日
、年
末
年
始（
12
月
29
日

㈭
〜
令
和
5
年
1
月
3
日
㈫
）は
閉
所

※
早
朝
延
長
利
用
時
間（
1
日
1
0
0
円
）

・
午
前
7
時
30
分
〜
8
時

・
午
後
6
時
30
分
〜
7
時

負
担
金

・
冬
休
み
期
間
中
利
用
の
方　

5
，0
0

0
円

一
世
帯
で
2
人
以
上
同
時
利
用
の
場
合

は
、2
人
目
以
降
の
利
用
料
金
を
半
額
免

除
し
ま
す
。

問
合
先

七
宝
地
区

七
宝
児
童
館

☎・FAX
4
4
2・2
5
5
0

美
和
地
区

美
和
児
童
館

☎・FAX
4
4
3・5
4
5
4

甚
目
寺
地
区

甚
目
寺
中
央
児
童
館（
甚
目
寺
東
小
学

校
の
一
部
）

☎
4
4
2・8
0
3
6

FAX
4
4
3・5
4
6
1

甚
目
寺
北
児
童
館（
甚
目
寺
東
小
学
校

の
一
部
）

☎
4
4
5・1
3
6
7

FAX
4
4
5・0
3
4
6

甚
目
寺
南
児
童
館（
甚
目
寺
南
小
学
校
）

☎
4
4
3・1
7
5
3

FAX
4
4
3・9
9
9
2

甚
目
寺
西
児
童
館（
甚
目
寺
小
学
校・甚

目
寺
西
小
学
校
）

☎
4
4
2・0
0
8
3

FAX
4
4
2・3
0
6
8

子
育
て
支
援
課（
甚
目
寺
庁
舎
）

☎
4
4
4・3
1
7
3

FAX
4
4
3・3
5
5
5

パ
ー
ト
タ
イ
ム
会
計
年
度
任
用
職
員

（
児
童
ク
ラ
ブ
支
援
員
）募
集

業
務
内
容　
児
童
ク
ラ
ブ
事
業
運
営
全
般
、

ま
た
は
補
助

賃
金　

市
の
規
定
に
基
づ
き
支
給（
通
勤

手
当
は
距
離
に
応
じ
て
支
給
）

勤
務
地　
市
内
の
児
童
ク
ラ
ブ

勤
務
時
間　
午
後
2
時
30
分
〜
7
時（
土

曜
日
、学
校
長
期
休
業
日
等
は
午
前
7

時
30
分
か
ら
午
後
7
時
ま
で
交
代
制
）

勤
務
時
間
応
相
談
。

応
募
資
格　
保
育
士
、幼
稚
園・小
学
校

教
諭
な
ど
の
資
格
を
有
す
る
方

子
育
て
支
援
に
熱
意
と
理
解
の
あ
る
方

週
2
日
か
ら
5
日
働
く
こ
と
が
で
き
る

方
提
出
書
類　

履
歴
書（
写
真
貼
付
）、資
格

の
写
し
、健
康
診
断
書（
後
日
で
も
可
）

提
出
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

※

書
類
提
出
後
、面
接
の
う
え
決
定
し
ま

す
。

問
合
先　
甚
目
寺
北
児
童
館

☎
4
4
5・1
3
6
7

FAX
4
4
5・0
3
4
6

個
人
事
業
税
第
2
期
分
の
納
付
を
お
忘

れ
な
く

個
人
事
業
税
の
第
2
期
分
の
納
期
限
は

11
月
30
日

（水）
で
す
。

第
2
期
分
の
納
付
書
は
、8
月
に
お
送

り
し
た
納
税
通
知
書
に
同
封
し
て
お
り
ま

す
の
で
、次
の
い
ず
れ
か
の
方
法
で
納
付

し
て
く
だ
さ
い
。な
お
、納
付
書
を
紛
失
さ

れ
た
方
は
管
轄
の
県
税
事
務
所
へ
お
問
い

合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

納
付
場
所
及
び
納
付
方
法

・
金
融
機
関
、県
税
事
務
所
の
窓
口

・
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、M
M
K
設

置
店

・
P
a
y-

e
a
s
y（
ペ
イ
ジ
ー
）に
対

応
し
た
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
バ
ン
キ
ン
グ

ま
た
は
A
T
M

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
環
境
で
の
ク
レ
ジ
ッ

ト
カ
ー
ド
に
よ
る
納
付（
コ
ン
ビ
ニ
等

の
窓
口
で
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ

ん
）

・
ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ（
P
a

y
P
a
y
、L
I
N
E 

P
a
y
及
び
P

a
y
B
）に
よ
る
納
付（
コ
ン
ビ
ニ
等

の
窓
口
で
は
ご
利
用
い
た
だ
け
ま
せ

ん
）

※

コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、M
M
K
設

置
店
、ス
マ
ー
ト
フ
ォ
ン
決
済
ア
プ
リ

に
よ
る
納
付
に
つ
い
て
は
、納
付
書
の

納
付
金
額
が
30
万
円
以
下
の
も
の
に
限

り
ま
す
。

そ
の
他　

領
収
証
書
が
必
要
な
方
は
、金

融
機
関（
ゆ
う
ち
ょ
銀
行
を
除
く
）の
窓

口
、県
税
事
務
所
の
窓
口
ま
た
は
コ
ン

ビ
ニ
エ
ン
ス
ス
ト
ア
、M
M
K
設
置
店

で
納
付
し
て
く
だ
さ
い
。

ま
た
、納
付
に
は
便
利
で
安
全
な
口

座
振
替
の
制
度
も
あ
り
ま
す
。ご
希
望

の
方
は
口
座
を
開
設
し
て
い
る
金
融
機

関
の
窓
口
で
手
続
を
し
て
く
だ
さ
い
。

な
お
、令
和
4
年
度
か
ら
口
座
振
替

に
よ
り
納
税
い
た
だ
い
た
方
へ
の
領
収

証
書
の
送
付
を
取
り
や
め
ま
し
た
。

問
合
先　
西
尾
張
県
税
事
務
所　
課
税
第

一
課　

県
民
税
・
事
業
税
第
二
グ
ル
ー

プ☎
0
5
8
6・4
5・3
1
6
9

https://w
w
w
.pref.aichi.jp/so

shiki/zeim
u/

固
定
資
産（
償
却
資
産
）の
簡
易
申
告
の

ご
案
内

市
で
は
、前
年
度
の
申
告
内
容
で
償
却

資
産
の
課
税
標
準
額
の
合
計
額
が
1
5
0

万
円
未
満
の
た
め
免
税
に
な
る
と
見
込
ま

れ
る
方
へ
、償
却
資
産
申
告
書
に
代
え
て

往
復
は
が
き
に
よ
る
簡
易
申
告
書
を
11
月

上
旬
に
郵
送
し
ま
す
。

た
だ
し
、往
復
は
が
き
に
よ
る
簡
易
申

告
書
を
提
出
さ
れ
た
場
合
で
も
、資
産
の

増
減
が
あ
る
場
合
は
、再
度
、償
却
資
産
申

告
書
の
提
出
を
お
願
い
し
ま
す
。

償
却
資
産
申
告
書
の
様
式
は
、市
公
式

ウ
ェ
ブ
サ
イ
ト
か
ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き

ま
す
。

問
合
先　
税
務
課
固
定
資
産
税
係

☎
4
4
4・0
5
0
9

FAX
4
4
5・3
8
5
6

https://w
w
w
.city.am

a.aichi.j
p/kurashi/zeikin/kotei/100194
8.htm

l

手
当
支
給
日
の
ご
案
内

11
月
は
、特
別
障
害
者
手
当・障
害
児
福

祉
手
当・経
過
的
福
祉
手
当・特
別
児
童
扶

養
手
当
の
支
給
月
で
す
。

各
手
当
の
振
込
み
予
定
日
は
、次
の
と

お
り
で
す
の
で
ご
確
認
く
だ
さ
い
。

11
月
10
日

（木）

・
特
別
障
害
者
手
当

市政ニュース

子
育
て

10令和4年11月号




